
 令和８年第７回教育委員会会議 報告事項（５） 

 

沖縄県教育委員会規則の一部改正（社会教育主事の資格の認定に関す

る規則） 

 

生涯学習振興課  

 

 沖縄県教育委員会の議決事項及び教育長に委任する事項等に関する規則第４条

第１項第２号の規定に基づき、教育長専決により処理したので、同規則第６条の

規定により報告する。 

 

１ 規則の概要（社会教育主事の資格の認定に関する規則） 

  沖縄県における社会教育主事の資格の認定について必要な事項を定めた教育

委員会規則 

 

２ 改正の経緯及び必要性 

  社会教育主事講習等規程の一部を改正する省令等の施行並びに社会教育主事

の資格及び社会教育主事講習の受講資格等の取扱いについて（令和７年７月31

日付け７文科教第801号。文部科学省総合教育政策局長通知）が発出され、社会

教育法（昭和24年法律第207号）第９条の４第４号の規定により都道府県の教育

委員会が行う社会教育主事の資格の認定の目安が改められたことを踏まえ、沖

縄県教育委員会が行う社会教育主事の資格の認定基準を改める等の必要がある。 

 

３ 改正の概要 
⑴  社会教育主事の資格の認定基準を改める。（第２条関係） 

⑵  本籍の記載又は写真の添付を不要とする。（別記様式第１号から別記様式

第３号まで関係） 

⑶  その他所要の改正を行う。（第１条、第４条及び第５条並びに別記様式第

１号から別記様式第３号まで関係） 

⑷  この規則は、令和８年４月１日から施行する。（附則） 

 

４ 公布日（公報登載日）及び施行年月日 

  公 布 日 令和８年３月 31 日 

  施行年月日 令和８年４月１日 

 

５ 根拠法令 

社会教育法第９条の４第４号 

 

６ 添付資料 

⑴  新旧対照表 

⑵  社会教育法（抜粋） 

⑶  社会教育主事講習等規程の一部を改正する省令等の施行並びに社会教育主

事の資格及び社会教育主事講習の受講資格等の取扱いについて（抜粋） 
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社会教育法（昭和二十四年六月十日号外法律第二百七号）（抜粋） 

第九条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、社会教育主事となる資格を有

する。 

四 次条の規定による社会教育主事の講習を修了した者（第一号及び第二号 

に掲げる者を除く。）で、社会教育に関する専門的事項について前三号に掲

げる者に相当する教養と経験があると都道府県の教育委員会が認定したもの 

 

 

社会教育主事講習等規程の一部を改正する省令等の施行並びに社会教育主事の資

格及び社会教育主事講習の受講資格等の取扱いについて 

（７文科教第801号令和７年７月31日）（抜粋） 

 

第二 社会教育主事の資格及び社会教育主事講習の受講資格等の取扱いについて 

 

３ 法第９条の４第４号の規定に基づく都道府県教育委員会の認定について法第

９条の４第４号の規定に基づき、都道府県教育委員会が、講習等規程第２条

第３号から第６号に規定する受講資格により主事講習を受講し、修了した者

（法第９条第１号及び第２号に掲げる者を除く。）で、社会教育に関する専

門的事項について法第９条第１号から第３号に掲げる者に相当する教養と経

験があると認定したものは、社会教育主事となる資格を有することとなる

（以下「第４号認定」という。）。  

 

  （１）第４号認定による認定の考え方  

 

      第４号認定を行う者については、次を目安に認定を行うこと。  

 

    ア 法第９条の４第１号に規定する社会教育主事補の職、主事補と同等の

職及び社会教育に関係のある業務を４年以上経験している者で、社会教

育に関する専門的事項についての教養と経験があると認められる者  

 

イ  法第９条の４第２号に規定する教育に関する職を６年以上（教育職員 

の普通免許状を有する者については５年以上）経験している者で、社会

教育に関する専門的事項についての教養と経験があると認められる者  

 

      ウ  法第９条の４第１号に規定する主事補と同等の職に相当する職又は社

会教育に関係のある業務に相当する業務を通算して４年以上 （大学に２

年以上在学して62 単位以上を修得した者又は高等専門学校を卒業した者

については３年以上、大学に２年以上在学して62 単位以上を修得し、か

つ、大学において講習等規程で定める社会教育に関する科目の単位を修

得したものについては１年以上）経験している者で、社会教育に関する

専門的事項についての教養と経験があると認められる者 


